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北九州市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

令和元年９月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第２６号 

北九州市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

北九州市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年北九州市規則第２０号

）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号から第３号までの規定中「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改め、同条第４号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改める。 

第３条中「にあっては別表第１、２号認定子ども及び３号認定子どもにあっ

ては別表第２」を「及び２号認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども（政

令第４条第１項第２号に規定する特定満３歳以上保育認定子どもをいう。以下

同じ。）を除く。以下同じ。）にあっては零とし、３号認定子ども（特定満３

歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。）にあっては別表」に、「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第４条第１項中「にあっては別表第１、２号認定子ども及び３号認定子ども

にあっては別表第２」を「及び２号認定子どもにあっては零とし、３号認定子

どもにあっては別表」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者

」に改め、同条第２項中「別表第１の各月における支給認定保護者の属する世

帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額」を「零」に改める。 

第５条中「別表第２」を「別表」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、「３歳未満児の欄に」を削る。 

第６条第１項中「別表第２」を「別表」に、「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改め、「３歳未満児の欄に」を削り、同条第２項中「

別表第１の各月における支給認定保護者の属する世帯の階層区分ごとにそれぞ

れ定める額」を「零」に改め、同条第３項中「別表第２」を「２号認定子ども

にあっては零とし、特定満３歳以上保育認定子どもにあっては別表」に、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「３歳以上児の欄に

」を削り、同条第４項中「にあっては別表第１、２号認定子ども及び３号認定

子どもにあっては別表第２」を「及び２号認定子どもにあっては零とし、３号

認定子どもにあっては別表」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、「定める額」の次に「（北九州市社会福祉施設の設置及び管

理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第４号）別表第２に規定するへき地

3



保育所の利用者負担額に係るＣ１からＤ１２までの階層区分にあっては、４，

０００円）」を加える。 

第８条第１項中「第２３条各号」を「第２３条第２号」に改め、同条第２項

中「支給認定保護者」を「第３号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

第９条第１項中「別表第２」を「２号認定子どもにあっては零とし、３号認

定子どもにあっては別表」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改める。 

第１０条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、

「市町村」を「市」に、「別表第１の各月における支給認定保護者の属する世

帯の階層区分ごとにそれぞれ定める額」を「零」に改める。 

別表第２を削り、別表第１を次のように改める。 

別表（第３条―第６条、第９条関係） 

              利用者負担額表               

各月における教育・保育給付認定保護者

の属する世帯の階層区分 

利用者負担額（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

Ａ 生活保護世帯及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第３０号）による支

援給付を受けている世帯 

０円 ０円

Ｂ Ａ階層を除く市町村民税非課税世

帯 

０円 ０円

Ｃ１ Ａ階層を除く市町村民税課税世帯

のうち均等割のみの課税世帯 

１２，０００円 １１，８００円

Ｃ２ Ａ

階

層

を

除

く

市

町

村

民

税 

市町村民税所得割課税額４８

，６００円未満 

１４，１００円 １３，９００円

Ｄ１ 市町村民税所得割課税額４８

，６００円以上５５，０００

円未満 

１７，１００円 １６，８００円

Ｄ２ 市町村民税所得割課税額５５

，０００円以上７９，０００

円未満 

２１，６００円 ２１，２００円

Ｄ３ 市町村民税所得割課税額７９

，０００円以上９７，０００

円未満 

２８，４００円 ２７，９００円
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Ｄ４ 所

得

割

課

税

世

帯 

市町村民税所得割課税額９７

，０００円以上１１５，００

０円未満 

３３，２００円 ３２，６００円

Ｄ５ 市町村民税所得割課税額１１

５，０００円以上１５２，０

００円未満 

３９，９００円 ３９，２００円

Ｄ６ 市町村民税所得割課税額１５

２，０００円以上１６９，０

００円未満 

４３，８００円 ４３，０００円

Ｄ７ 市町村民税所得割課税額１６

９，０００円以上２３０，０

００円未満 

４９，８００円 ４８，９００円

Ｄ８ 市町村民税所得割課税額２３

０，０００円以上２６９，０

００円未満 

５２，８００円 ５１，９００円

Ｄ９ 市町村民税所得割課税額２６

９，０００円以上３０１，０

００円未満 

５５，８００円 ５４，８００円

Ｄ１

０ 

市町村民税所得割課税額３０

１，０００円以上３５１，０

００円未満 

５９，３００円 ５８，３００円

Ｄ１

１ 

市町村民税所得割課税額３５

１，０００円以上３９７，０

００円未満 

６１，３００円 ６０，２００円

Ｄ１

２ 

市町村民税所得割課税額３９

７，０００円以上 

６３，３００円 ６２，２００円

 備考 

  １ この表において政令第４条第２項第１号に規定する保育必要量が少な

い者として認定された教育・保育給付認定保護者にあっては保育短時間

の欄を、その他の教育・保育給付認定保護者にあっては保育標準時間の

欄を適用するものとする。 

  ２ この表において「生活保護世帯」とは、当該世帯に属する教育・保育

給付認定保護者が特定教育・保育を受けた月において被保護者（生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者を

いう。）である場合をいう。 

  ３ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、当該世帯に属する者

が特定教育・保育を受けた月の属する年度（特定教育・保育を受けた月

が４月から８月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。）分の地方
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税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規

定による特別区民税を含み、同法第３２８条の規定によって課する所得

割を除く。以下同じ。）を課されない者（市町村（特別区を含む。）の

条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものと

し、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない

者を除く。）である世帯をいう。 

  ４ この表において「均等割」とは、特定教育・保育を受けた月の属する

年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第１

号に掲げる均等割をいう。 

  ５ この表において「市町村民税所得割課税世帯」とは、特定教育・保育

を受けた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第

２９２条第１項第２号に掲げる所得割を課される者が属する世帯をいう

。 

  ６ この表において「市町村民税所得割課税額」とは、教育・保育給付認

定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に

ついての特定教育・保育を受けた月の属する年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割の額（政

令第４条第２項第２号の内閣府令で定める規定により控除をされるべき

金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）を合算

した額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該

教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市を

いう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの

者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定す

るものとする。 

  ７ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者が、婚姻によらないで母となった女子であって、現に

婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含む。）をしていないもの又は婚姻によらないで父となった男子であっ

て、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）をしていないものに該当する者である場合における当

該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者の市町村民税課税額は、当該教育・保育給付認定保護

者の申請に基づき、地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦

又は同項第１２号に規定する寡夫とみなし、同法第２９５条第１項第２
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号、第３１４条の２第１項第８号及び第３項並びに第３１４条の６（寡

婦又は寡夫に関する部分に限る。）の規定の例により算定するものとす

る。  

  ８ 負担額算定基準子ども（政令第１３条第２項各号に掲げる小学校就学

前子どもをいう。以下同じ。）が同一の世帯に２人以上いる場合の次の

各号に掲げる３号認定子どもに係る利用者負担額は、この表及び第１０

項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

   （１） 負担額算定基準子どものうち２番目の年長者である３号認定子

ども この表の規定で算定される額に２分の１を乗じて得た額。ただ

し、Ａ又はＢの階層区分に属する世帯にあっては、零 

   （２） 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である３号認定子ども 零 

  ９ 特定被監護者等（政令第１４条第１項に規定する特定被監護者等をい

う。以下同じ。）が２人以上いる世帯で、市町村民税所得割課税額が５

７，７００円未満の場合の次の各号に掲げる３号認定子どもに係る利用

者負担額は、この表、前項及び次項の規定にかかわらず、当該各号に定

める額とする。 

   （１） 次のア又はイに掲げる３号認定子ども この表の規定で算定さ

れる額に２分の１を乗じて得た額。ただし、Ａ又はＢの階層区分に属

する世帯にあっては、零 

    ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が１人のみで 

ある場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である３号 

認定子ども 

    イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担 

額算定基準子どものうち２番目の年長者である３号認定子ども 

   （２） 次のアからウまでに掲げる３号認定子ども 零 

    ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が２人以上 

いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である３号 

認定子ども 

    イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合 

における負担額算定基準子どものうち２番目の年長者である３号認 

定子ども 

    ウ 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者で 

ある者を除く。）である３号認定子ども 

  １０ 政令第４条第２項第６号に規定する要保護者等（以下「要保護者等
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」という。）が属する世帯で、市町村民税所得割課税額が７７，１０１

円未満の場合の３号認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定に

かかわらず、この表の規定で算定される額に２分の１を乗じて得た額又

は７，２００円（保育短時間の欄が適用される世帯にあっては、７，１

００円）のいずれか低い額（当該算定される額が零の場合は、零）とす

る。 

  １１ 特定被監護者等が２人以上いる世帯（要保護者等が属する世帯に限

る。）で、市町村民税所得割課税額が７７，１０１円未満の場合の次に

掲げる３号認定子どもに係る利用者負担額は、この表及び第８項から前

項までの規定にかかわらず、零とする。 

   （１） 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が１人のみ

である場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である３号

認定子ども 

   （２） 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負

担額算定基準子どものうち２番目の年長者である３号認定子ども 

   （３） 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が２人以

上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である３号

認定子ども 

   （４） 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場

合における負担額算定基準子どものうち２番目の年長者である３号認

定子ども 

   （５） 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である３号認定子ども 

 １２ この表及び第８項から前項までの規定にかかわらず、教育・保育給

付認定保護者が里親（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条

の４に規定する里親をいう。）の場合にあっては、利用者負担額は、零

とする。 

 １３ 月の途中において、特定教育・保育等を受け始め、若しくは受けな

くなり、又は利用する特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業

所又は特例保育を提供する事業所の変更を行った場合における利用者負

担額は、この表及び第８項から前項までの規定で算定される額を日割り

によって計算して得た額（当該算定される額が零の場合は、零）とする

。 

   付 則 

 （施行期日） 
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１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の北九州市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施

行の日以後に行われる子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

２７条第１項に規定する特定教育・保育、同法第２８条第１項第２号に規定

する特別利用保育、同項第３号に規定する特別利用教育、同法第２９条第１

項に規定する特定地域型保育、同法第３０条第１項第２号に規定する特別利

用地域型保育、同項第３号に規定する特定利用地域型保育及び同項第４号に

規定する特例保育（以下「特定教育・保育等」という。）について適用し、

同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。 
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

令和元年９月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第２７号 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一 

部を改正する規則 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条の２の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「保育所」の次に

「及びへき地保育所」を加え、同項第１号中「（同法第２８条第１項第１号に

規定する特定教育・保育を含む。）」を削り、「別表第２の階層区分ごとに定

める額」を「第３条の利用者負担額の額」に改め、同項第２号中「北九州市子

ども・子育て支援法施行細則別表第１の階層区分ごとに定める額」を「零」に

改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 子ども・子育て支援法第２８条第１項第１号に規定する特定教育・

保育を受けた子ども 北九州市子ども・子育て支援法施行細則第４条第１

項の利用者負担額の額 

 第２条の２第１項に次の１号を加える。 

（４） 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を

受けた子ども 北九州市子ども・子育て支援法施行細則第６条第４項の利

用者負担額の額 

第２条の２第２項中「前項」を「前項第１号、第２号及び第４号」に改める

。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第２条の２の規定は、この規則の施行の日以後の保育所及びへき

地保育所の使用に係る使用料について適用し、同日前の保育所及びへき地保

育所の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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北九州市告示第２１１号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、一般廃棄物処理手数料のごみ処理手数料のうち、定期的に処理を行うものに

係るごみ処理手数料及び臨時的に処理を行うもののうち粗大ごみに係るごみ処

理手数料の収納事務を次のとおり委託した。

  令和元年１０月３日

北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住   所

株式会社泰文堂 北九州市門司区栄町１

１番２７号

令和元年９月２７日か

ら令和２年３月３１日

まで

ミニストップ八幡八千

代店 

北九州市八幡西区南八

千代町３番１号

令和元年９月２７日か

ら令和２年３月３１日

まで

株式会社万惣 広島市佐伯区石内上一

丁目８番１号

令和元年９月２７日か

ら令和２年３月３１日

まで
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